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【 請 求 項 １ 】
　 １ つ の 感 光 体 で 複 数 の 色 の 画 像 を 作 像 す る こ と に よ り カ ラ ー 画 像 を 形 成 す る 画 像 処 理 装
置 で あ っ て 、
　 各 色 の 画 像 を 重 ね 合 わ せ て カ ラ ー 画 像 を 作 像 す る た め の 中 間 転 写 手 段 と 、
　 前 記 中 間 転 写 手 段 か ら 転 写 用 紙 に 該 カ ラ ー 画 像 を 転 写 す る た め の 二 次 転 写 手 段 と 、
　 前 記 中 間 転 写 手 段 と 前 記 二 次 転 写 手 段 を 離 間 す る 離 間 手 段 と 、
　 カ ラ ー 画 像 の プ リ ン ト の 前 に 、 画 像 を 描 画 し な い 用 紙 を 搬 送 す る 場 合 に は 、 カ ラ ー 画 像
の 作 像 中 に 、 前 記 二 次 転 写 手 段 を 前 記 中 間 転 写 体 か ら 離 間 し た ま ま 、 画 像 を 描 画 し な い 用
紙 を 搬 送 す る よ う に 制 御 す る 制 御 手 段 、
　 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 画 像 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 中 間 転 写 手 段 が 無 限 軌 道 に よ る 中 間 転 写 ベ ル ト で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記
載 の 画 像 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 感 光 体 が 感 光 ド ラ ム で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 画 像 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 二 次 転 写 手 段 が 、 二 次 転 写 ロ ー ラ で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 画 像 処 理
装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 １ つ の 感 光 体 で 複 数 の 色 の 画 像 を 作 像 し 各 色 の 画 像 を 中 間 転 写 体 上 に 重 ね 合 わ せ 転 写 用



紙 上 に 該 カ ラ ー 画 像 を 転 写 す る た め の 接 離 可 能 な 二 次 転 写 体 を 有 す る 画 像 処 理 装 置 の 制 御
方 法 に お い て 、
　 カ ラ ー 画 像 の プ リ ン ト の 前 に 画 像 を 描 画 し な い 用 紙 を 搬 送 す る 場 合 に は 、 カ ラ ー 画 像 の
作 像 中 に 二 次 転 写 手 段 を 中 間 転 写 体 か ら 離 間 し た ま ま 画 像 を 描 画 し な い 用 紙 を 搬 送 す る よ
う に 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 画 像 処 理 装 置 の 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　

　

【 請 求 項 ７ 】
　

　

【 請 求 項 ８ 】
　

　

【 請 求 項 ９ 】
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感 光 体 上 に 形 成 さ れ た ト ナ ー 像 を 中 間 転 写 体 に １ 次 転 写 し 、 前 記 中 間 転 写 体 上 の ト ナ ー
像 を ２ 次 転 写 手 段 に よ り ２ 次 転 写 す る カ ラ ー 画 像 形 成 装 置 に お い て 、

ト ナ ー 像 を 前 記 中 間 転 写 体 に 転 写 中 で 、 か つ 前 記 ２ 次 転 写 手 段 を 前 記 中 間 転 写 体 か ら 離
間 し て い る 間 に 、 ト ナ ー 像 を ２ 次 転 写 し な い 転 写 材 を 前 記 ２ 次 転 写 手 段 に 搬 送 す る よ う に
制 御 す る 制 御 手 段 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る カ ラ ー 画 像 形 成 装 置 。

感 光 体 上 に 形 成 さ れ た ト ナ ー 像 を 中 間 転 写 体 に １ 次 転 写 し 、 前 記 中 間 転 写 体 上 の ト ナ ー
像 を ２ 次 転 写 手 段 に よ り ２ 次 転 写 す る カ ラ ー 画 像 形 成 装 置 に お い て 、

ト ナ ー 像 を ２ 次 転 写 し な い 転 写 材 の 前 記 ２ 次 転 写 手 段 へ の 搬 送 を 、 ト ナ ー 像 を 前 記 中 間
転 写 体 に 転 写 中 で 、 か つ 前 記 ２ 次 転 写 手 段 を 前 記 中 間 転 写 体 か ら 離 間 し て い る 間 と し た こ
と を 特 徴 と す る カ ラ ー 画 像 形 成 装 置 。

感 光 体 上 に 形 成 さ れ た ト ナ ー 像 を 中 間 転 写 体 に １ 次 転 写 し 、 前 記 中 間 転 写 体 上 の ト ナ ー
像 を ２ 次 転 写 手 段 に よ り ２ 次 転 写 す る カ ラ ー 画 像 形 成 装 置 に お い て 、

カ ラ ー 画 像 を 作 像 中 で あ り 、 か つ 前 記 ２ 次 転 写 手 段 を 前 記 中 間 転 写 体 か ら 離 間 し て い る
の と 平 行 し て 、 ト ナ ー 像 を ２ 次 転 写 し な い 白 紙 用 紙 の 外 排 紙 側 へ の 搬 送 を 行 う こ と を 特 徴
と す る カ ラ ー 画 像 形 成 装 置 。

１ つ の カ ラ ー 画 像 の 作 像 中 に 白 紙 用 紙 を 連 続 し て 最 大 ３ 枚 ま で 外 排 紙 側 へ 搬 送 す る こ と
が 可 能 な こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ に 記 載 の 画 像 形 成 装 置 。
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